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一
九
七
二
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の
沖
縄
返
還
時
に
お
け
る
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
に
係
る
密
約
に
関
連

し
た
判
決
へ
の
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
一
九
七
二
年
の
沖
縄
返
還
時
に
お
け
る
原
状
回
復
補
償
費
の
肩
代
わ
り
に
係
る
密
約
に

関
連
し
た
判
決
へ
の
外
務
省
の
対
応
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て

御
指
摘
の
平
成
二
十
二
年
四
月
九
日
の
東
京
地
方
裁
判
所
判
決
（
以
下
「
東
京
地
裁
判
決
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
に
お
い
て
対
応
を
検
討
の
上
、
控
訴
相
当
と
の
結
論
に
達
し
、
控
訴
期
限
内
の
同
月
二
十
二
日
に
控
訴
し
た
と
こ

ろ
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
九
月
十
六
日
の
岡
田
克
也
外
務
大
臣
の
大
臣
命
令
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
た
調
査
チ
ー
ム
（
以
下
「
調
査
チ

ー
ム
」
と
い
う
。
）
は
、
外
務
省
の
文
書
の
徹
底
的
な
調
査
を
行
い
、
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
有
識
者

委
員
会
は
、
調
査
チ
ー
ム
が
作
成
し
た
調
査
報
告
書
の
内
容
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
含
む
調

査
を
行
っ
た
結
果
、
外
務
省
の
文
書
か
ら
は
、
東
京
地
裁
判
決
で
開
示
が
命
じ
ら
れ
た
文
書
は
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
東
京

地
裁
判
決
は
、
こ
う
し
た
徹
底
的
な
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
ず
に
言
い
渡
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
行
政
機
関
と
し
て

保
有
し
て
い
な
い
文
書
の
開
示
決
定
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
、
控
訴
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

他
方
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
は
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
有
識
者
委
員
会
報
告
書
（
以
下
「
報
告
書
」
と
い

一



う
。
）
並
び
に
平
成
二
十
二
年
三
月
十
九
日
及
び
四
月
二
日
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
参
考
人
（
以
下
「
参
考
人
」

と
い
う
。
）
に
対
す
る
質
疑
等
で
指
摘
さ
れ
た
外
交
文
書
の
欠
落
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
の
事
実
関
係
を
調
査
・
確
認
す
る

た
め
、
外
交
文
書
の
欠
落
問
題
に
関
す
る
調
査
委
員
会
（
以
下
「
調
査
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
設
置
し
た
。
調
査
委
員
会

の
構
成
員
は
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
及
び
武
正
�
一
外
務
副
大
臣
の
ほ
か
、
調
査
の
専
門
性
と
客
観
性
を
確
保
す
る
た
め
、

外
部
委
員
と
し
て
、
宇
賀
克
也
東
京
大
学
教
授
及
び
波
多
野
澄
雄
筑
波
大
学
教
授
が
加
わ
っ
て
い
る
。
外
務
省
と
し
て
は
、

調
査
委
員
会
に
お
け
る
報
告
書
及
び
参
考
人
に
対
す
る
質
疑
等
の
精
査
や
関
係
者
か
ら
の
聞
き
取
り
を
含
む
調
査
に
よ
り
、

速
や
か
に
調
査
結
果
を
公
表
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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